[bookmark: _GoBack]第２２回 志摩市都市計画審議会　事項書

  日　時：令和７年１２月２４日（水）
１４：００から１６：００
 場　所：志摩市役所 ４階 ４０１会議室


1. あいさつ


2. 委員の紹介


3. 議事

（１）会長・副会長の任命

（２）議事録署名委員の指名

（３）議案審議

第１号議案
[bookmark: _Hlk216271145]志摩都市計画汚物処理場の変更について
（鳥羽志勢広域連合し尿焼却場の廃止）　【付議】


4. その他
・都市計画マスタープラン改定・立地適正化計画策定に向けて











第22回　志摩市都市計画審議会 議事録
	会議の名称
	第22回志摩市都市計画審議会

	開催日時
	令和7年12月24日（水）午後2時00分～

	開催場所
	志摩市役所4階 401会議室

	事務局
	志摩市　建設部　都市計画課

	出席者
	委員
	【出席委員】
竹内　隆典、山川　源一、出口　勝美、東原　達也、堀江　しおん、小河　光昭、長井　貴裕、
岡　勝紀、溝口　幸夫、中川　一則
【欠席委員】
前田　俊基、柘植　規江、柴原　伸行、山川　義春

	
	事務局
	【志摩市】
西井　清弘（建設部長）、寺尾　桂一（都市計画課長）
逢阪　貴雅（課長補佐兼都市計画係長）、里中　亮太（都市計画課 都市計画係）
上村　龍一(都市計画課　都市計画係)
【地域計画建築研究所（アルパック）】＊志摩市都市計画マスタープラン等策定業務受注者
清水　紀行（都市・地域プランニンググループ チームマネージャー）
城本　大暉（都市・地域プランニンググループ）

	公開・非公開
	公開
	傍聴者数
	1人

	非公開・一部非公開の場合の理由
	―

	
― 開 会 ―












　　　


    







    
　　　







東原会長




事務局（逢阪）
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他の委員

東原会長
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事務局(寺尾)
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事務局(寺尾)




東原会長






事務局(寺尾)







東原会長





事務局(寺尾)







東原会長






― 閉 会 ―

	
○審議会の開催要件の確認
・出席者10名、欠席者4名
・志摩市都市計画審議会条例第7条第2項を満たすことによる会議が成立したことを報告
○配布資料の確認
○事務局挨拶(西井建設部長)
○委員紹介
○事務局紹介(アルパック)

■■議事(1)「会長・副会長の任命」
・委員の委嘱替え(令和7年11月1日付)による会長、副会長の選出
・委員推薦により、会長に東原委員を提案※志摩市都市計画審議会条例第6条第2項
・会長推薦により、副会長に出口委員を提案

○ご意見・ご質問
・異議なし

○会長就任のご挨拶

■■議事(2)「議事録署名委員の指名」
○議長(会長)による議事録署名委員の指名※志摩市都市計画審議会運営規定第6条
・議事録署名委員に堀江委員と岡委員を指名

○ご意見・ご質問
・異議なし

■■議事(3)「議案審議」　第1号議案「志摩市都市計画汚物処理場の変更について」【付議】
○事務局の説明
(資料1及び参考資料に基づき説明)
・鳥羽志摩連合し尿焼却場を廃止する
・建物は解体済みで、現在は「中継槽」としてのみ利用されている
・三重県との協議を完了し、住民への縦覧を行ったが「縦覧なし」であった

○ご意見・ご質問
建物の用途が中継地に変わったということで、以前からすでに都市計画施設ではなくなっていた、ということなのでしょうか。
建物を取り壊して新築したわけではないので、そもそも計画上の施設には該当しておらず、今回それを抹消する、という認識でよろしいでしょうか。

以前に建物を解体した時点で、し尿処理施設としての機能はすでに失われており、現在は中継槽として運用されています。
そうした中、今回、広域連合が定める計画において「この場所に施設を再建しない」という方針が明確に決まりました。そのため、このタイミングで都市計画を廃止するということになります。

もう一点、確認のため教えてください。
広域連合が市の上位組織、あるいは複数の市町で構成されている組織であることから、同様の審議会が鳥羽市や南伊勢町でも開催され、同じように「施設廃止」の手続きが進められている、という認識でよろしいでしょうか。

都市計画決定に関しては、その施設が所在する市町において決定を下すものですから、今回の案件については、志摩市内にある施設として志摩市のみで手続きが進む、ということです。
鳥羽市の状況を正確に把握しているわけではありませんが、例えば鳥羽市の都市計画施設についても、建設時には鳥羽市の都市計画において決定がなされているものと推察されます。

ありがとうございました。
その他ご意見等ございませんでしょうか。
ないようでしたら付議に対し、「異議なし」としたいと存じますが、ご異議ございませんか。
異議なし。

それでは、「異議なし」と決定いたします。
第1号議案につきましては、その旨、市長に通知いたします。

■■その他「都市計画マスタープラン改定・立地適正化計画策定に向けて」
○事務局の説明
(資料2に基づき説明)

○ご意見・ご質問

　次の審議会は令和8年度の2月または3月までないということですか。

　はい。令和8年度に関しましては、現在のスケジュール上では2月か3月頃を予定しており、
マスタープランの改定や立地適正化計画の策定の進捗によりまして、もしかすると12月や1月など、多少早まる可能性はございます。
いずれにしましても、令和8年度の中間報告として、その時期に一度、都市計画審議会を開催させていただく予定となっております。

住民アンケートの中身について、我々は見ることができないということでしょうか。

　住民アンケートの内容につきましては、先ほど申し上げました「志摩市都市計画マスタープラン等策定委員会」においてすでにご審議をいただいており、承認を得た内容で今回実施させていただきます。
令和8年度に予定している第2弾のアンケートにつきましても、同様に策定委員会にて内容をご審議いただきたいと考えております。

これは策定委員会の方ですでに議論されていることかもしれませんが、立地適正化計画は市民の暮らしに重大な影響を及ぼす計画です。例えば、これから家を建てようとする若い世代にとって、そのエリアが「居住誘導区域」に入るか否かは、不動産価値そのものにも関わる大きな問題ではないかと、私なりに想像しております。
この3年間の策定期間において、我々議員は市民に対して説明する責任もございます。こうした極めて重要な部分について、今後どのように捉え、整理していくべきとお考えでしょうか。
この審議会の場でお尋ねすべきことか迷いましたが、もしよろしければお答えいただけますと幸いです。

居住誘導区域や都市機能誘導区域をどのように設定するかは、非常に難しい課題であると認識しております。
今後の策定委員会においても深く協議していくべき事項ですが、志摩市の場合、用途地域の指定、例えば、商業地域や工業地域などがなされていない区域も多く、大規模店舗の隣に居住地が混在しているなど、線引きが困難な側面もございます。
他市町の事例を参考にすれば、ある程度の広域的な視点で区域を設定していくことになると予想されますが、一方で、防災面や将来のインフラ整備の維持管理を考えた際、将来の志摩市をどう最適化していくか、という視点も不可欠です。「効率化」という言葉は慎重に扱うべきかもしれませんが、持続可能なまちづくりを考える上では避けて通れない部分でもあります。
まずは最初の足掛かりとしての方針を示していく必要がありますので、先ほど懸念された地価への影響なども十分に踏まえ、慎重かつ、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

　策定委員会の進捗状況については、先ほどお話があった通り、令和9年2月頃に我々（審議会）への中間報告があるとのことですが、一般の市民の皆様については、先ほどのアンケート調査などを通じて「市がこうした計画を進めている」ということを把握していく、というイメージでよろしいでしょうか。

　前回の策定委員会においても、委員の方々から「どのように市民へ周知していくべきか」というご質問やご提言をいただいております。
それらを踏まえ、事務局としましても、現在こうした計画策定に取り組んでいることを、「広報しま」や市ホームページなどを通じて積極的に発信していきたいと考えております。

　先ほど「市民がどのようにして計画を知ることができるのか」というお話がありましたが、本日の審議会も傍聴の方がお越しいただいている通り、会議は原則「公開」とされています。ネット中継までは難しいかもしれませんが、議事録については、内容の精査・訂正を経て後日公開されるという手順になるかと思います。
これらは市のホームページ等を通じて、インターネット上で誰でも閲覧できるというイメージでよろしいでしょうか。

　おっしゃる通り、策定委員会の議事録は順次掲載してまいりますし、節目ごとに周知を図っていきたいと考えております。
周知の方法については検討を重ねておりますが、できるだけ皆様に分かりやすい形を心がけてまいります。 具体的には、今後ワークショップの開催を予定しておりますし、当然ながら住民説明会も必要になると考えております。
そうした様々な機会を通じて、市民の皆様への周知と理解促進に、できる限り努めてまいりたいと思います。

　それから、アンケートの件ですが、策定委員会において様々なご意見を出し、それを踏まえて実施するという流れになりました。
ただ、このままのスケジュールですと、本日お集まりの皆様が、修正・改定後の最終的なアンケート内容を確認する前に、発送手続きに入るということになるのでしょうか。
我々が内容を再度目にする機会がないまま進んでしまうのか、そのあたりの塩梅がどのようになっているのか、お聞かせいただけますか。
　おっしゃる通り、今回は二つの会議体を並行して運営しており、基本的には「策定委員会」において詳細な検討を進めていくことになります。
本審議会の皆様には、ある程度まとまった段階でご報告・ご提示をさせていただく形となりますので、その点は何卒ご了承いただければ幸いです。
来年度の審議会開催時には、どのような経緯で計画の素案を練り上げ、どのようなプロセスを経て進めてきたのか、その詳細をしっかりと説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

　ありがとうございます。
策定委員会の委員長は、各自治体でのご経験が大変豊富な、元三重大学教授、浅野先生が中心となり、担当コンサルタントとも協議を重ねながら内容を詰めていかれる流れになるかと思います。
我々としましては、その検討結果をご報告いただけることを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。
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